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　平成27年9月18日（金）、日南町役場防災会議室において日南町林業労働災害防止大会が林業に携
わる約100名の出席で開催されました。8月末から9月初めにかけて、日南町内で林業作業中の死亡事
故が2件発生しました。今後事故を再発させないために、どのような対策が必要か、林業に携わる方との
意識統一、安全への意識を再確認するために行われました。
　日南町における林業災害発生状況について説明の後、林業・木材製造業労働災害防止協会　教育支
援課　安全管理士　石原誠人氏の講演がありました。講演では、禁止行為をしない。かかり木になった
とき最優先に行うことは、かかり木を外すことである。また、特にヒノキはかかり木になりやすいので気
をつけること。かかり木になる事を念頭にかかり木対策用の道具を準備して行くこと。などについて話
をされました。
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   森林組合では平成２８年１月１９日～２２日に平成２８年度森林整備事業説明会を行います。

   また、説明会終了後、造林保育作業や間伐作業、作業道開設などの作業の計画を対象に

補助申請受付を行います。

   作業を計画されている方は計画箇所の字・地番・樹種・林齢等を調べていただき、最寄

の会場に必ず印鑑をご持参のうえ、申請を行って下さい。計画が無ければ補助
金は受取れません。当日ご都合の悪い方は 1月 25 日以降1月 29 日迄に森林組合事務
所にて補助申請受付を行って下さい。

　なお、積雪等の事情により、申請会場におこし頂けない場合は、森林組合にご連絡頂き

ますようお願いいたします。

平成２８年度森林整備事業説明会と
間伐等補助事業申請受付について

実施月日 校　　区 受付時間 会　　　場

多 里 校 区

福 栄 校 区

山 上 校 区

日野上校区

石 見 校 区

阿毘縁校区

大 宮 校 区

 9：00～11：30

13：30～16：00

 9：00～11：30

13：30～16：00

 9：00～11：30

 9：00～11：30

13：30～16：00

桜ヶ瀬会館

福栄地域振興センター

山上地域振興センター

日南町林業総合センター

石見地域振興センター

阿毘縁地域振興センター

大宮地域振興センター

1月19日（火）

1月20日（水）

1月21日（木）

1月22日（金）



 

 

 
 

　現在、日南町においては森林所有者の高齢化が進み、併せて町内移住の後継者の不在も増え、
適切な森林管理が出来ない状況が問題になっております。
　そこで、森林組合では、今後更なる適切な森林管理が行われるよう森林の集約化施業の実施を考
えております。森林の集約化施業の実施にあたり、森林所有者の皆様に、森林の状況についてお知
らせ頂きますようご協力お願いいたします。
　皆様からお知らせ頂いた森林の状況は取りまとめを行い、森林経営計画に基づき、より効率の良
い森林整備事業の実施を行なっていきます。
　森林所有者の皆様とのきめ細やかな連携により日南町内の森林整備事業の推進を図っていきたい
と考えておりますのでご理解、ご協力をお願いいたします。
～お知らせいただく際の例～
　○○の山の間伐したいができないか？
　○○の山が湿雪で頭が折れたりしている。
　○○の山が皆伐されているが、日南町への届出が出来ているか。
　○○の山の道が崩れて通れない。　など

担当　集約室　松本　までご連絡下さい。（電話０８５９-８２-０１３０）

　FSC（Forest Stewardship Council: 森林管理協議会）は、改善の進まない世界 の森林問題に
対応するためにつくられた非営利の国際組織です。「FSC 森林認証制度」は、違法伐採や保護する
価値の高い森林の伐採を防ぐ手立てを 持ち、「森を適切に管理している」団体に独自のロゴマークを
付与するしくみです。FSC ロゴマークのついた製品が世の中に広く流通し、消費者に積極的に選ばれ
るよう になれば、適切な管理をしている森林が増えることにつながります。
  日南町森林組合では平成 22 年に FSC® 森林認証を受けており、平成 27年 8月5日、6日に年
次審査を受けました。幅広い視点から審査は行なわれ、今回は昨年からの指摘事項の書類審査、現
地審査が行われました。今回は特に認証林に係る作業を行われる方すべての安全対策について指摘
を受けましたので、伐倒、下刈りの際は特に安全装備に留意して作業を行ってください。 また間伐の
際に、沢や谷沿いに枝葉等を落とさないように気をつけてください。大雨の際流れ出る危険があります。

森林施業の集約化について

FSC®森林認証

作　　業 装　　　　　　備

植 付 け

下 刈 り

伐 　 倒

集 　 材

枝 打 ち

ヘルメット、地下足袋、すね当て、手袋

ヘルメット、地下足袋（ステン入り）、すね当て（ステン入り）、防振手袋、
ゴーグル、安全ズボン、イヤーマフ
ヘルメット、地下足袋（ステン入り）、すね当て（ステン入り）、防振手袋、
ゴーグル、安全ズボン、イヤーマフ

ヘルメット、地下足袋（ステン入り）、すね当て（ステン入り）、手袋

ヘルメット、地下足袋、すね当て、手袋、ゴーグル、安全帯（ハシゴ使用時）                
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　10月3日から14日（滞在期間10
日）の間、鳥取県オーストリア視察団
（視察調査団16名、若手研修団4名、
総勢20名）の一員として、当組合から
平田組合長と、増田課長補佐が視察
研修に参加しました。
　視察先の一つで、4年に1度開催さ
れる世界最大規模の現場稼働型の林
業機械展の様子について報告します。

　オーストリアの概要は国土面積：839万ha、人口：845万人、森林面積：399万haと森林面積が国土
の48％を占めています。また、森林面積は日本の15％ですが、日本と同等の木材生産量を算出する林業
が盛んな国です。（産業の第1位は観光業、第2位が林業）
　そのようなオーストリアで開催される林業機械展は、スキー場を貸切り、1周7kmの林道を会場として
約80近くのブースが出展していました。会場内ではチケット替わりのオレンジ色のヘルメットを被った多
くの人（3日間で約3万人）で賑わっていました。日本からは120名の参加（岡山県、岩手県、長野県等）
がありました。

オーストリア林業視察研修報告

ヘルメット、地下足袋、すね当て、手袋、ゴーグル、安全帯（ハシゴ使用時）                

　ブースには各メーカーが様々な展示をしており、小道具も充実していましたが、やはり、ハーベスター
や架線が実際に働いている姿は迫力が凄く、来場者も熱心に見入っていました。林業機械の展示の中で
は特に架線系搬器の開発が進んでいる印象を受けました。
　現在、日南町内の間伐は車両系の搬出が主流ですが、今後は施業地の奥地化が進み急峻な地形での
間伐が増えてくると思います。そうした中で、今回視察した内容を日南町に合った仕組みにアレンジして
日南町の山の手入れをしていきたいと考えています。また、機械展の会場内では多くの子供達や女性の
姿が目立ってました。そしてその子供達は目を輝かせながら、各ブースを見ていました。日本と違いオース
トリア林業の３Ｋのイメージは「かっこよくて、健康的で、高収入」で、林業は憧れの職業と言われるのも
納得できます。林業に携わる人間の一人として子供たちに憧れてもらえるような日南町の林業にしていき
たいと強く感じました。
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日南小学校５年生森林学習　（新屋坂郷）

第13回「日通の森」森林育成活動（神戸上松ヶ峠山）　

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付
けられています。

伐採及び伐採後の造林の届出はなぜ必要なのでしょうか？
　市町村森林計画に従った適切な施業をするためです。
　伐採及び伐採後の造林の届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合し
て適切に行なわれ、健全で豊かな森林を作ることが出来るよう届出していただくものです。

届出をしないとどうなるのでしょうか？
　１００万円以下の罰金に処せられます。（森林法第２０７条）

詳細につきましては、森林所有地の市町村へお問い合わせください。（日南町農林課 0859-82-1114）

森林の立木を伐採するときには届出が必要です
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　平成27年10月22日（木）、日南小
学校５年生が木材伐採作業現場の
見学に来ました。機械の操縦席に
座ったり、伐採作業についての説明
を聞きました。後日、児童一人ひとり
の感想をまとめた冊子が送られてき
ました。林業機械のハーベスタにつ
いて多く書かれており、印象に残った
ようです。大きな機械に触れる機会
はあまり無いのでよい体験になった
のではないでしょうか。

　平成10月24日（土）気持ちの
よい秋晴れの中、第13回「日通
の森」森林育成活動を行いまし
た。日通の職員、そのご家族がシ
バグリ、イロハモミジ、アオダモ
の三種類の苗木を植栽されまし
た。今回は参加人数が少なかっ
たのですが、少数精鋭で斜面に
苦労しながら作業をされました。

活動報告



お知らせ

年末年始の休業　１２月２９日（火）～１月３日（日）まで
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今年の秋の紅葉はきれいに感じました。朝夕の冷え込み
が厳しくきれいに紅葉したのではないでしょうか。石霞
渓で写真撮影されている方も見かけましたよ。　　　（折）
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編集後記

平成２５年度出資配当金の手続きはお済みですか？

ホームページリニューアルしました！

組合員の名義変更等について

　平成２５年度出資配当金について、手続きをされていない組合員のみなさまに再案内してい
ます。増資又は、配当金お受取りされるかについてご連絡ください。宜しくお願いいたします。
   尚、平成２５年度の出資配当金お支払い期限は平成２９年５月２６日です。

アドレスは http://n-forest.jp.netです。
フェイスブック (https://www.facebook.com/n.forest.jp) も掲載してお
りますので是非ご覧ください。

職　員　募　集
日南町森林組合では職員を募集しています。将来の組合幹部として活躍していただく事を期待
しています。職種は技術職兼事務職です。
詳しくはお近くのハローワークまでお問合せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハローワーク根雨　電話０８５９―７２―００６５）

組合員の方の死亡等による名義の変更が発生した場合には、手続きが必要です。
連絡をいただければ、関係書類をお送りいたします。
また、引越しされてご住所が変更になられた方も森林組合までご連絡いただき
ますようお願いいたします。

ご不明な点がございましたら森林組合までご連絡下さい。

担当　総務経理課　石川、河田　　電話０８５９－８２－０１３０


